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終期

　助成の背景として、町内会・自治会のとりまとめを行っている各地区町内会・自治会連絡協議会のとりま
とめのほか、市からの行事参加依頼など、市政の推進に多大な貢献・協力をいただいていることから、その
運営補助として交付している。また、連合会行事や先進地視察研修などを支援することも目的として交付し
ている。

　交付団体の活動目的、活動内容については、主に、各地区町内会・自治会連絡協議会の活性化及び自主防
災の認識や行政との協議、各団体との連携、寄附金等の対応を行われている。

　島原市町内会・自治会連合会
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356

　本市の町内会・自治会活動の活性化を目的に活動する町内会・自治会連合会の円滑な運営を促進し、市と
協働・連携したまちづくりに取り組めるようにする。
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補助金交付額(千円）

28

補助金の使途
についての特
記事項等

　本補助金については、交付団体の円滑な運営に資すること、並びに研修に要する経費を支援することを目的と
して交付している
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関 連 す る 市 勢 振 興
計 画 の 基 本 計 画
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根 拠 法 令 等 島原市町内会・自治会運営費等補助金交付要綱
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事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 2 年度令和

担当課 秘書人事課

整理番号
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補 助 金 （ 事 業 ） 名
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1,029

297会 費 等

市 補 助 金

468

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

・定額補助（６５０，０００円）
　現在の定額補助に至る経緯
　○平成20年まで
　　①町内会・自治会連合会補助金　　　　　　63,000円（9,000円×7地区）
　　②町内会・自治会連合会研修視察補助金　 500,000円
　○平成21年度～
　　上記①・②を統一し、650,000円
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ 0

備　　考

町内会・自治会連合会補助金

　町内会・自治会連合会は、各地区町内会・自治会連絡協議会の活性化や市と協働・連携したまちづくりなどへの貢献・協力
に加え、「新たなコミュニティ組織」設立の中心的な組織としても活動されていることから、今後も継続して補助する必要があ
る。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性

　持続可能なまちづくりを支える市政運営を行うためには、市民協働による
まちづくりを推進する必要があり、町内会・自治会においては、市からの行
政情報の普及の一助を担っていただいており、今後も継続した関与は不可欠
である。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直しの

総 合 評 価

判
　
定

　助成の在り方については、見直しの余地はないと考えられる。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　助成の効果は現時点においてもあがっており、市の関与の必要性も薄れていない。
また、今後市の業務の一環を更に担ってもらいたいと考えており、助成については特段の見直しを行
わず、継続したい。

　助成の目的の一つである視察研修については、現在、市で推進している
「新たなコミュニティ組織設立」に関して、先進地の視察を行われており、
平成３１年度からは市内の安中地区が先行してコミュニティ組織づくりに着
手する等、意図した効果があがっている。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


